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ボートレース若松水面攻略動画制作・プロモーション業務に係る 

公募型プロポーザル方式実施要領 

 

１ 業務概要 

（１）業務委託名 

    ボートレース若松水面攻略動画制作・プロモーション業務 

（２）業務内容 

    「ボートレース若松水面攻略動画制作・プロモーション業務」仕様書のとおり 

（３）委託料の上限額 

 ２，０００，０００円（消費税及び地方消費税額を含む） 

 ※当該委託業務の契約締結に係る上限額であり、予定価格はこの範囲で別途算定す 

   る。 

 

２ 実施スケジュール 

  （1）告知開始       令和８年 ５月 2７日（水） 

  （２）参加申出書の提出期限       令和８年 ６月 5日（金）１５時まで 

  （３）企画提案書の提出期限       令和８年 ６月 14日（日）１７時まで 

  （４）審査委員会               令和８年 ６月 15日（月） 

  （５）受託候補者特定及び結果通知   令和８年 ６月 17日（水） 

 

３ 参加資格 

本件に参加できる者は、次の要件をすべて満たす法人とする。 

（１）地方自治法施行令第１６７条の４の規定に該当しない者であること 

（２）北九州市物品等供給契約の競争入札参加者の資格及び審査等に関する規則(平成７年

北九州市規則第１１号)第６条第１項の有資格業者名簿に記載されていること 

（３）本市から指名停止を受けている期間中でないこと 

 

４ 参加資格の喪失 

提案者が受託候補者の特定の日までに、次のいずれかに該当することになった場合は、 

本件に係る参加資格を失うものとし、また、既に提出された提案は無効とする。 

（１）前条に規定する参加資格の要件を満たす者ではなくなった場合 

（２）不正な利益を図る目的で委員会の委員等と接触したとき 

（３）提案書に虚偽の記載をしたことが判明したとき 
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５ 審査項目・審査基準（合計 1５0点） 

 （１）水面攻略動画 

ア コンセプト・企画意図の明確さ（配点 20点） 

目的・メッセージの一貫性、テーマ適合性 

イ ストーリー構成（配点２0点） 

展開の分かりやすさ、視聴者を惹きつける流れ 

ウ 表現力・映像イメージ（配点２0点） 

      構図・トーン・演出意図の表現度 

エ メッセージの伝達性（配点１０点） 

      内容理解のしやすさ、訴求力 

   オ 独自性・創造性（配点５点） 

      アイデアの新しさ、印象度 

 （２）デジタル広告 

   ア 広告・宣伝内容（配点３０点） 

      業務の目的や話題を正確に理解しているか。発注者の意図や広報戦略に合致している

か。対象（ネット投票利用者：メインターゲット２０～３０代の男性）に適合したアプローチに

なっているか。具体的な施策（媒体選定・SNS 活用・動画）が効果的であるか。実際に成

果（ネット投票利用者増加）につながる見込みがあるか。 

   イ 効果測定（配点：２０点） 

      広報効果の測定方法（KPI設定など）が具体的か。 

SNSやメディア露出の拡大、認知・理解の向上など、成果の見込みが明確であるか。 

   ウ 実施体制（配点：２０点） 

      広報・広告・メディア運用などの専門性があるか。 

会社としての実績が明示されているか。 

   エ 費用の妥当性（配点：５点） 

      提案内容と見積金額のバランスが取れているか。 

費用配分（人件費・制作費・広告費など）が合理的か。 

コストパフォーマンスが高いか（予算額で効果的な施策）。 

 

６ 質問書及び参加申出書の提出 

 説明会は実施しない。質問については、質問書（様式１）により令和８年６月４日（木）１５時まで随

時受け付ける。参加申出書（様式２）及び会社(法人)概要書（様式３） 

は令和８年６月４日（木）１５時までに北九州市公営競技局ボートレース事業課に提出すること。 

 質問書、参加申出書ともに、電子メール（ＰＤＦ）による提出を可とする。 

 なお、質問に対する回答は、参加申出者に対し、令和８年６月５日（金）１８時までに電子メールに

て回答する。 
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７ 企画提案書の提出 

令和８年６月１４日（日）１７時までにボートレース事業課に提出すること。なお、プレゼンテーショ

ンは実施しない。 

＜提出物＞ 

（１）企画書 ６部 

（２）見積書 正本：１部  副本：５部 

  北九州市公営競技局長宛。内訳がわかるもの（税込金額）。 

なお、見積りには仕様書に記載のすべての経費を見込むこと。 

 

８ 提案の無効 

次の各号のいずれかに該当する場合は、提案は無効とする。 

（１）参加資格がなくて提案したとき 

（２）企画提案書が所定の日時までに到着しないとき 

（３）企画提案事業者が他の企画提案事業者と協定して提案したとき、又は提案に対して不正が

あると認められるとき 

（４）１の企画提案事業者が２つ以上の提案を行ったとき 

（５）企画提案事業者（法人の役員を含む）又はその使用人等が暴力団員による不当な行為の防

止等に関する法律（平成３年法律第７７号）に規定する暴力団又は暴力団員と社会的に非

難されるべき関係にある場合 

（６）その他提案に際し違法な行為があったとき 

 

９ 決定について 

公営競技局職員による審査委員会で審査し、最も評価の高い業者と契約を締結する。 

 

１０ 審査結果の通知 

受託候補者を特定したときは、提案者全員に次の事項を通知する。 

（１）受託候補者として特定した又は受託候補者として特定されなかった旨 

（２）当該提案者の順位及び点数 

（３）受託候補者として特定されなかった提案者については、その理由について、所定の期限まで

に説明を求めることができる旨 

 

１１ 審査結果の公表 

（１）受託候補者の商号又は名称 

（２）提案者数 

（３）提案者（受託候補者のみ商号又は名称を表示）の評価結果 

（４）審査委員会の委員（外部委員を含む）の氏名及び職名（職業） 

（５）審査委員会における主な意見 
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（６）市の主な特定理由 

 

１２ 受託候補者との契約締結 

（１）市は、審査結果の通知後に、受託候補者と当該業務委託に係る詳細について必要な協議を

行う。この協議において、企画提案書に記載した提案内容について、業務受託候補者からの

変更は原則認められない。ただし、市に不利にならない変更であって、プロポーザル方式審

査の公平性、透明性及び競争性に影響を及ぼさないものについては除く。 

（２）協議が整った場合は、業務受託候補者からあらためて見積書を徴収し、見積書を精査のうえ、

随意契約による契約を締結する。 

（３）契約保証金は、契約額の１００分の５以上の額とする。ただし、契約の相手方が、北九州市公

営競技局契約規程において準用する北九州市契約規則（以下「契約規則」という。）第２５条

第７項第１号又は第３号に該当する場合は免除する。 

（４）受託候補者と契約締結に至らなかった場合は、次順位者を新たな受託候補者として手続きを

進める。受託候補者が契約締結の日までに本市から指名停止を受けた場合も同様とする。 

（５）受託候補者が８の各号に該当することが判明した場合は、受託候補者としての資格を取り消

す。この場合は、上記（４）と同様に処理を行う。 

（６）その他、本書に定めのない事項は、関係法令及び契約規則などの関係規程の定めに従い処

理する。 

 

１３ その他注意事項 

（１）提案に係る経費については、提案事業者の負担とする。なお、提出物は返却しない。 

（２）企画提案書を提出した後は、実施要領、仕様書等の資料についての不明を理由として異議を

申し立てることはできない。 

（３）参加申込書の提出後、企画提案を希望しない場合は、企画提案を辞退することができる。こ

の場合でも、以後、不利益な取り扱いを受けることはない。提案を辞退する場合は、電子メ

ールで辞退届（様式４）を提出すること。 

 

１４ 事業所管課 

北九州市公営競技局ボートレース事業課 

住所：〒８０８－００７５ 北九州市若松区赤岩町１３－１ 

ボートレース若松 東スタンド棟３階 

電話：０９３－７９１－３４００ ＦＡＸ：０９３－７９１－１４７６ 

E-mail：kouei-boat@city.kitakyushu.lg.jp 

担当：濵田・泉田 
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